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農政課では高齢化による農業の担い手不足に対応するため、集落営農組織の育成を支援しています。

集落営農について関心のある方は、お問い合わせください。

❶ 集落営農組織名　特定農業団体　小江長瀬営農組合
　　　　　　　　　 代表　森廣　義和
❷ 所在地　　国東市国見町岐部
❸ 設立年月　平成21年５月
❹ 構成戸数　17戸
❺ 主な経営内容
　【経営面積】自作地　０ha、借入地　1.2ha
　　　　　　　特定農作業受託　1.2ha
　【作付面積】ソルゴ　1.2ha
❻ 集落営農に取り組んで良かったこと
・農家の高齢化及び転作により耕作放棄地が増えて
きている中で耕作放棄地の解消に向けて努力して
いるところです。

❼ 今後の展望、抱負
・共同利用機械（コンバイン、田植え機）の導入を図りたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 農政課　　　　　　　　　　　　　　　　　☎72-5167
国見総合支所地域産業課　☎82-1113　　安岐総合支所地域産業課　　　　　　　　　☎67-1116
武蔵総合支所地域産業課　☎68-1115　　大分県東部振興局農山漁村振興部集落・水田班　☎72-0409

★ 頑張る集落営農⑱ ★

牛の放牧で
下草刈りを省力化

牛の放牧で
下草刈りを省力化

問い合わせ

▲総会風景

◆農業者年金とは
・積立方式の確定拠出型年金（自分の年金原資
を自分で積立て）
◆加入できる方は
・国民年金の加入者（免除中の方は除きま
す。）
・年間60日以上農業に従事する60歳未満の方
◆毎月の保険料は
　２万円から６万７千円まで（千円単位で決め
られます。）
・支払った保険料は全額が社会保険料控除の対
象　
◆年金の受給は　
・65歳から老齢年金として生涯受給できます。
　80歳前に亡くなった場合は、80歳までに受け
取れるはずだった老齢年金が死亡一時金とし
て遺族に支給されます。
・要件を満たす農業の担い手となる方には、国

からの保険料補助があります。

経営移譲年金の受給要件は大丈夫ですか？

　経営移譲年金を受けている方が次に該当して
いるときは、経営移譲年金は支給停止になりま
すので、農業委員会にお申し出ください。
　なお、支給停止期間に該当している受給済の
経営移譲年金を返還していただくことになりま
すので、十分注意してください。
１．農地を買ったり、借りたり、または貸付地
の返還を受けて農業を再開したとき

２．農業生産法人の社員、組合員または株主に
なったとき

３．後継者に貸し付けして、経営移譲した農地
等の返還を受けたり、後継者がその権利を他
の者に移転または設定したりしたとき

「農業者年金」加入者募集!!「農業者年金」加入者募集!!
あなたの老後生活への備えは十分ですか？

農業振興地域内農用地を地目転用するときは、事前に手続きが必要です。

国民年金で足りない生活費は自分で準備する必要があります。
国民年金＋農業者年金で安心で豊かな老後を迎えましょう。

問い合わせ　国東市農業委員会　☎0978－72－1111

　 「自分の農地だから、農業以外の利用には許可や届け出など必要ないのでは？」と思っている方は
いませんか？優良な農地を保全し、農業政策の各種施策を実施するため、「農地法」や「農業振興地
域の整備に関する法律」があります。この法律により、農業振興地域内農用地に指定されている農地
は、原則として農業以外の用途には使用できません。ただし、やむを得ず農地を宅地等に転用する場
合は、農地転用の手続き（市農業委員会）よりも先に農用地区域からの変更手続きを行うことが法律
で決められています。なお、申請書の受付期限につきましては、３月・６月・９月・12月の15日まで
です。また、農業振興地域の農用地区域に指定されている農地の確認につきましては、下記の連絡先
までお問い合わせのうえ、ご確認ください。

　武蔵町丸小野でしいたけ栽培をしている三浦忠孝さん（同町糸原）が、杵築市の農家から雌牛２
頭を借り、くぬぎ林に放牧を始めました。面積の広いくぬぎ林の下草刈りは重労働であり、作業を
省力化するため牛を放牧し、弱い電流が流れる柵で整地したいエリアを囲い、その場所の草がなく
なると移動する方式で行っています。三浦さんは「牛を放牧後、１カ月で１haの土地の草がなくな
り草刈り等の手間を省けるだけでなく、イノシシ等の獣害対策にも有効です」と話していました。

　このような許可を取らずに、農地を無断で開発する事
例が増えています。こういった場合は、農地法の規定に
よる罰則が適用されますので、事前の確認をお願いしま
す。また、「とりあえず除外しておきたい」「耕作して
いないので除外したい」などの受付はできません。な
お、土地条件等により除外出来ない場合もあります。ご
理解とご協力をお願いします。

問い合わせ

農政課　　　　　　　　　☎72-5167
国見総合支所地域産業課　☎82-1113
武蔵総合支所地域産業課　☎68-1115
安岐総合支所地域産業課　☎67-1116

お　 え  なが せ


